
沖縄県子どもの貧困対策に関する
施策の進捗状況（概要）について

沖縄県子ども生活福祉部
令和２年９月

１ 子どもの貧困対策の推進に関する政府・
県の対応

２ 施策の進捗状況点検の概要について
３ 指標及び重点施策の状況について
４ ライフステージごとの取組状況について
５ 改善が図られていない指標について
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１ 子どもの貧困対策の推進に関する政府・県の対応

政府 沖縄県

平成24年 3月

●「沖縄振興特別措置法」改正
沖縄特有の事情も勘案し、国及び地方公共団体に、子育て支援

の充実を図るとともに、社会生活を円滑に営む上での困難を有する
青少年の修学及び就業への援助に努めることなどが規定

平成25年 6月 ●「子どもの貧困対策の推進に関する法律」公布

平成26年 1月 ●「子どもの貧困対策の推進に関する法律」施行

8月 ●「子供の貧困対策に関する大綱」閣議決定

平成28年 1月 ●沖縄県の子どもの貧困率公表

3月
●「沖縄県子どもの貧困対策計画」策定
●「沖縄県子どもの貧困対策推進基金（30億円）」設置

4月 ●内閣府「沖縄子供の貧困緊急対策事業」創設 ●子ども未来政策室設置（青少年・子ども家庭課内）

6月 ●「沖縄子どもの未来県民会議」設立

11月 ●子ども未来政策課設置

平成29年 5月
●「沖縄21世紀ビジョン基本計画」改定

子どもの貧困対策の推進を新たな施策展開として追加

10月
●「沖縄21世紀ビジョン後期実施計画」策定

困窮世帯の割合20％など「16の成果指標」と「５の施策」を設定

平成31年 3月 ●「沖縄県子どもの貧困対策計画」改定

令和元年 6月 ●「子どもの貧困対策の推進に関する法律」改正・公布

9月 ●「子どもの貧困対策の推進に関する法律」改正・施行

11月 ●「子供の貧困対策に関する大綱」見直し・閣議決定



○子どもの発達と学びの連続性を踏まえた教育・
保育の提供
・ 待機児童解消と保育士確保
・ 現物給付制度の市町村実施を支援 等

●＜基本理念＞
社会の一番の宝である子どもたちの将来がその生まれ育った環境によって左右されることなく、夢や希望を持って成長していける社会の実現を目指す。

●＜基本方向＞
⑴ 子どものライフステージに即した総合的な施策を実施
⑵ 貧困の世代間連鎖を断ち切り、次世代の沖縄を担う人材育成策として取り組む。
⑶ 学校を貧困対策のプラットフォームと位置付け、総合的に対策を推進
⑷ 保護者に対しては、生活の支援、就労の支援、経済的支援などの充実に取り組む。 など

沖縄県子どもの貧困対策計画【改定計画】の概要（計画期間：平成28年４月から令和４年３月までの６年間）

計画策定の趣旨、基本理念、基本方向１

調査研究、情報の収集・蓄積４

● 子どもの貧困の実態に関する調査研究を継続的に
実施

● 子どもの貧困対策に関する情報の収集・蓄積、市町
村への提供

貧困を取り巻く現状と課題２

１ 沖縄県の子どもを取り巻く厳しい実態
・ 子どもの貧困率

沖縄29.9％（H26) 全国13.9％（H28）
・ 10代出産割合

沖縄2.6％(H28)  全国1.2％(H28) 等
２ 子どもの生活実態調査による現状と課題
⑴ 各年齢・学年を通じた子どもと保護者の状況
⑵ 未就学児の状況
⑶ 小中学生の状況

⑷ 高校生の状況

○子どものライフステージに応じて、支援を必要とする子どもや子育て家庭につながり、適切な支援機関等
へつなげる仕組みを構築
・ 母子健康包括支援センターの設置促進、母子保健コーディネーター等の人材育成
・ 小規模離島町村への貧困対策支援員の派遣 等

つながる仕組みの構築

連携推進体制の構築５

● 関係機関における連携推進体制
● 沖縄子どもの未来県民会議による県民運動として

の子どもの貧困対策の展開
● 庁内及び外部有識者等による施策評価を実施し、計

画の効果的な推進を図る。

ライフステージに応じた子どもと保護者への支援策

指標の改善に向けた当面の重点施策３

○学校をプラットフォームとした総合的な対策の推進
・ 就学援助の充実
・ むし歯治療の受診勧奨 等

○中途退学防止、学習支援、キャリア教育の充実
・ 学校内への居場所の設置
・ 専門的な支援を要する居場所設置
・ 中高生の通学費の負担軽減 等

乳
幼
児
期

小
中
学
生

高
校
生

○寄り添い型の支援に取り組む
・ soraeを拠点とした総合的な施策
・ 児童養護施設退所者等への給付型奨
奨学金の拡充と寄り添い支援 等

○生活相談や個々の状況に応じた支援
・ 母子生活支援施設の設置促進や民間
アパートを活用した居宅支援

・ 可処分所得の向上に資する施策 等

○指標 34指標⇒41指標（追加７）
・ ３歳児むし歯有病者率
・ 困窮世帯の割合
・ 正規雇用者の割合 等

支
援
を
要

す
る
若
者

保
護
者

※改定は青字箇所

雇用の質の改善等に向けた取組 子どもの貧困に関する指標及び目標値

○雇用の質の改善や生産性向上を図り、所得向上に
つながる企業の取組を促進
・ 正規雇用化の促進
・ 働きやすい雇用環境の整備促進 等 2



⑴ 趣旨

① 沖縄県子どもの貧困対策計画（以下、「計画」という。）の着実かつ効果的な推進

を図るため、沖縄県子どもの貧困対策推進会議において、PDCAサイクルに沿って施

策の点検評価を行い、必要な見直しを行う。

② 外部有識者等で構成する会議を設置し、施策の分析・評価を行い、計画の効果的な

推進を図る。

③ 毎年度、施策の進捗を点検するとともに、施策の効果を検証する。

（以下、「点検等」という。）

⑵ 点検等の対象

① 計画に定める重点施策

② その他、各部等が実施する子どもの貧困対策に資する施策

⑶ 点検等の主な視点

① 計画の指標は改善に向かっているか

② 計画に定める重点施策を着実に実施しているか

③ 施策を推進する上で生じた課題や計画策定後の環境変化等に対し、

対応を図っているか。 3

２ 施策の進捗状況点検の概要について
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＜参考＞施策評価のサイクル

H２７年度 H２８年度 H２９年度 H３０年度 R元年度 R２年度 R３年度

計
画

第１次計画策定
中間評価を踏ま
えた一部改定

第２次計画策定

調
査

①沖縄県の子ど
もの貧困率調査
②子ども調査（未
就学児、小中学
生、高校生）

高校生調査 未就学児調査 小中学生調査 高校生調査 未就学児調査 （未定）

（第１次）沖縄県子どもの貧困対策計画期間

施
策
評
価
の
サ
イ
ク
ル

H28年度～H29年度

（２年間）実施施策

中間評価

H28年度

実施施策

点検評価

H29年度

実施施策

H30年度

実施施策

R元年度

実施施策

R2年度

実施施策

R3年度

実施施策

点検評価 点検評価 点検評価 点検評価

H28年度～R3年度（６年間）

実施施策

最終評価

点検評価
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３ 指標及び重点施策の状況について

改善 横ばい 後退 直近値更新なし 合計

基準年（又は年度）と比較
した数値の改善状況等
※( )内は、うち新指標の数

30指標

（４指標）

４指標

（１指標）

２指標

（―）

５指標

（５指標）

41指標

（10指標）

うち目標達成数 ６指標 ２指標 ― ― ８指標

⑴ 子どもの貧困対策計画【改定計画】に掲げる指標の改善状況等について

⑵ 重点施策等の取組状況（平成30年度）について

ライフステージに
応じたつながる仕
組みの構築

ライフステージに
応じた子どもへの
支援

保護者への支援
雇用の質の改善
等に向けた取組

その他 合計

重点施策数 31施策 92施策 29施策 ７施策 １施策 160施策

平成
30

年度

着手済 29施策 83施策 28施策 ７施策 １施策 148施策

（施策に関連する事業等） (32事業) (109事業) (44事業) (９事業) (７事業) (201事業)

令和元年度着手 ２施策 ９施策 １施策 ０施策 ０施策 12施策

※令和元年度着手の12施策は、１施策を除き、全て計画改定により追加された重点施策。
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４ ライフステージごとの取組状況について
⑴ 乳幼児期

＜主な重点施策＞

○ 母子健康包括支援センターの市町村設置を促進するため、調査
検討委員会を設置し、沖縄県の目指すべき姿を骨子を策定したほか、
市町村向け研修会を実施した。
○ 検討委員会を1回、行政説明会、研修会を地域毎（北、中、南、宮、
八）に11回開催した。

取組の内容及び結果

○ センターの目指すべき姿を示す骨子の説明及び「周産期メンタル
ヘルス研修会」「母子保健コーディネーター養成研修」等の講演・研修
会を実施し、延べ732名が参加し、市町村のセンター設置への意義に
ついて理解が深まった。
○ センターを設置した市町村は、平成30年度は５市町村となった。

取組の成果

②

妊
娠
期
か
ら
の
つ
な
が
る
仕
組
み

調
査
検
討
事
業

○ こどもの疾病の早期発見と早期治療を促進し、こどもの健全な育
成を図るため、市町村が行うこども医療費助成事業に要する経費に
ついて補助を実施した。

取組の内容及び結果

○ 平成30年度は、県内全市町村において、通院については就学前
まで、入院については中学卒業までの児童を対象に、1,722,259件の
医療費助成への支援を実施し、10月から未就学児への給付方式とし
て現物給付を導入した。

取組の成果

④

こ
ど
も
医
療
費
助
成
事
業

〔26〕

〔１〕 〔４〕

〔42〕

○ 市町村が実施する乳児家庭全戸訪問事業について、平成30年度
は事業実施41市町村のうち33市町村に対して、事業費の補助（1/3)
を実施した。

取組の内容及び結果

○ 各市町村において、生後４か月までの乳児のいる家庭を訪問し、
支援を実施した。
○ 支援内容としては、育児に関する不安や悩みの傾聴、子育て支
援に関する情報提供、乳児及びその保護者の心身の様子及び養育
環境の把握のほか、支援が必要な家庭に対する提供サービスの検
討等を実施した。

取組の成果

①

乳
児
家
庭
全
戸
訪
問
事
業

〔１〕

○ 待機児童の解消に向けて、「黄金っ子応援プラン」に基づき、保育所
等の整備や認可外保育施設の認可化促進、保育士の確保等に取り組ん
だ。
○ その結果、平成30年度は保育所等が64箇所増加し、4,252人の保育
定員が拡大した。

③

待
機
児
童
対
策
関
連
事
業

取組の内容及び結果

○ 市町村が実施する施設整備に対する交付金支援や認可化移行
支援及び必要な保育士の確保により保育所等の定員が増加したこと
で待機児童数が減少した。

取組の成果

〔34〕
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○ 沖縄県は、保育所入所待機児童が全国と比べて多く待機率が高いことか
ら、保育所整備や認可外保育施設の認可化促進、保育士の確保等により、潜在
的待機児童も含めた待機児童の解消を図る必要がある。
○ 待機児童の解消に向けて、「黄金っ子応援プラン」に基づき、保育所等の整
備や認可外保育施設の認可化促進、保育士の確保等に取り組む。

基準値 直近値 目標値

2,591人（H27年度） 1,702人（H31年4月) ０人

③ 保育所等利用待機児童数（No.８）

○ 訪問担当者への研修の実施等により数値の改善が図られた。
○ 引き続き訪問担当者への研修の実施や、県民向けに事業内容の周知を図
る。

達成状況の要因と対策

基準値 直近値 目標値

83.0％（H25年度） 89.9％（H29年度) 92.0％

① 乳児全戸訪問事業における訪問率（No.４）

達成状況の要因と対策

＜主な指標＞

86.0%

89.7% 89.1% 89.9%
92.0%

80.0%

85.0%

90.0%

95.0%

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 R3年度

88.0% 87.7%
90.3% 90.5%

94.0%

80.0%

85.0%

90.0%

95.0%

100.0%

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 R1年度

○ 健診を実施する市町村等への研修会などを通して、健診の重要性や課題に
ついて共通認識を図るなど受診率向上に向けた取り組みをしており、県内の健
診受診率は改善している。
○ 母子健康手帳交付時の保健指導の際に、健診の重要性について両親への
周知を継続・強化するほか、未受診者への対応を各市町村担当者と共有するこ
とにより受診率の向上を図る。

達成状況の要因と対策

基準値 直近値 目標値

86.9％（H25年度） 90.5％（H29年度) 94.0％（R1年度）

② 乳幼児健康診査の受診率（１歳６か月児）（No.２）
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⑵－１ 小中学生期

○ スクールソーシャルワーカー（20人）を県内６教育事務所へ配置
し、問題行動にかかわる児童生徒を取り巻く家庭環境等の改善を図
るため、福祉機関等の関係機関とのネットワークを活用して支援を実
施した。

①

ス
ク
ー
ル
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー

配
置
事
業

取組の内容及び結果

○ H30年度においては、児童生徒2,069人（小学校1,080人、中学校
986人、高等学校3人）の支援を実施した。
○ 家庭の問題により、不適応、問題行動等を引き起こす児童生徒
の家庭への訪問活動やケース会議の開催、また福祉機関等へのつ
なぐ支援を行った。その結果、家庭環境の好転により、課題解決につ
ながった。

取組の成果

○ 児童生徒の不登校及びいじめその他の問題行動等の未然防止、
早期発見及び早期対応・支援を図るため、児童生徒の心理に関して
高度な専門的知識及び経験を有するスクールカウンセラーを学校に
派遣する。

②

ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー

配
置
事
業

取組の内容及び結果

○ H30年度においては、児童生徒10,916人（同29,178件）、保護者・
教職員10,164人（同38,676件）の相談に対応した。
○ また、教職員への研修83回、ケース会議等への参加975回、スト
レスマネジメント等の授業243回、保護者等への講話180回、授業等に
よる観察775回実施し、心理的視点からの助言・援助を行った。

取組の成果

＜主な重点施策＞

○ 就学援助を必要とする児童生徒に支援が届くようにするため、テ
レビやラジオ等を通して県民に広く制度の周知・広報を行うとともに、
全児童生徒へ配布できるようリーフレットを作成した。
○ 新学期の前後において、テレビやラジオＣＭ、コンビニ広告、WEB
広告、関連施設にてポスター掲載やリーフレット配布等を行ったほ
か、全児童生徒へリーフレットの配布を行った。

取組の内容及び結果

○ テレビCM等を通して援助を必要とする保護者が情報を得ることが
できたほか、マイナスイメージの払拭にもつながった。
○ リーフレットのデータを市町村に提供し、アレンジして活用してもら
うことにより、周知の取組を支援することができた。

取組の成果

③

就
学
援
助
制
度
周
知
広
報
事
業

〔54〕

〔16〕〔14〕

〔55〕

○ 沖縄県子どもの貧困対策推進基金を活用し、就学援助の充実（Ｈ
27年度と比較し、新規又は拡充して実施）を図る市町村に対し、必要
な経費に交付金を交付した。
○ Ｈ30年度においては、33市町村が同事業を実施し、就学援助の
認定基準の見直しのほか、新入学学用品費の入学前支給などが行
われた。

取組の内容及び結果

○ 就学援助の充実を図る事業として、資格要件の見直しや単価見
直しなどが行われ、見直し等によりH30年度の就学援助対象人数が
増加（H27年度と比較して約6,000人増）し、保護者等の教育費等の負
担軽減が図られた。
○ 市町村で手続きの見直しや周知強化が図られたことで、申請者
数の増加が見られるなど、申請のしやすさに繋がっている。

取組の成果

④

沖
縄
県
子
ど
も
の
貧
困
対
策
推
進

基
金
事
業
（
市
町
村
支
援
事
業
）

〔55〕
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○ 児童生徒が比較的少ない町村や、離島においては、制度案内を直接児童生
徒の世帯へ郵送するなど、地域の実情に合わせた周知を行っているため、目標
達成には至っていない。
○ 今後も、市町村担当者連絡会議を開催し、毎年度の進級時に就学援助制度
の書類を配付することを促していく。

達成状況の要因と対策

基準値 直近値 目標値

46.3％（H25年度） 80.5%（H30年度） 100%

③ 就学援助制度に関する周知状況（進級時）（No.22）

○ 中学校において、全中学校への配置をすでに達成していたが、小学校にお
いては平成30年度配置率75％にとどまっていた。スクールカウンセラーの増員
により、令和元年度離島・小規模小学校においても派遣することができ、全校配
置を達成できた。
○ 対策を継続していく。

達成状況の要因と対策

② スクールカウンセラーを配置する小学校の割合（No.20）

＜主な指標＞

基準値 直近値 目標値

65.0％（H26年度） 100%（R1年度） 100%

○ 令和元年度まで、同じ予算事業のスクールカウンセラー配置を優先して行っ
てきたため、５年間、スクールソーシャルワーカーの配置人数は、現状維持の状
況であった。
○ 今後は、スクールカウンセラー配置とのバランスも考え、スクールソーシャル
ワーカー配置拡充に向け、増員の順次拡大に努める。

基準値 直近値 目標値

20人（H28年度） 20人（R1年度） 24人

① スクールソーシャルワーカーの配置人数（No.19）

達成状況の要因と対策

68.8% 68.8% 69.8%
75.0%

100.0% 100.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R1年度 R3年度
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○ 市町村が行う子供の貧困対策支援員の配置と、子供の居場所の
設置・運営について、円滑な実施のための支援・調整を行った。

⑦

沖
縄
子
供
の
貧
困
緊
急
対
策
事
業

取組の内容及び結果

○ H30年度末時点で、子供の貧困対策支援員が29市町村に117人
が配置され、子供の居場所が26市町村に139箇所設置された。
○ H30年度においては、のべ5,783人に子供の貧困対策支援員が支
援したほか、のべ298,760人が子供の居場所を利用し、子どもの対人
関係や学習意欲等の改善につながった。

取組の成果

＜主な重点施策＞

○ 沖縄県の子どもや保護者を対象とした調査を実施し、生活実態を
把握することで、より効果的な支援につなげる。
○ 公立学校の小学１年生の保護者と小学５年生と中学２年生の児
童生徒及びその保護者を対象に調査を実施し、6,745人から回答が
あった（有効回答率74.5%）。

⑧

子
ど
も
貧
困
実
態
調
査
事
業

取組の内容及び結果

○ 平成31年３月に改定した子どもの貧困対策計画に調査結果を反
映させ、新たになった課題や重要性を増した課題に対応する施策を
計画に盛り込んだ。
○ 平成29年度に実施した未就学児調査の結果については、平成30
年７月の公表後、市町村や各種団体の研修会等において情報共有を
図り、同年10月から医療費の現物給付制度が全県で実施された。

取組の成果

○ 放課後児童クラブの公的施設活用を促進し、クラブの環境改善等
を図るため、市町村が実施する施設整備事業等に対し補助金を交付
を実施した。
○ H30年度においては、施設整備補助として10市村21施設に、家賃
補助として１市２施設に補助した。

⑥

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
支
援
事
業

取組の内容及び結果

○ H30年度の月額平均利用料（保育料、おやつ代等を含む）は9,169
円であり、H26年度の月額平均利用料10,115円と比較して946円の減
となり、利用者の負担が軽減された。

取組の成果

○ 生活保護世帯及び生活困窮世帯の子どもに対する学習支援を実
施した。
○ H30年度においては、本島内の15町村で学習支援を実施した。

⑤

生
活
困
窮
者
自
立
支
援
事
業

（
子
ど
も
の
健
全
育
成
事
業
）

取組の内容及び結果

○ 小中学生の教室設置を８町村から15町村に増やして学習支援を
実施し、平成29年度は82人、平成30年度は99人の児童生徒等を支援
した。
○ 支援児童のうち、中学３年生14人中14人が高校に合格した（合格
率100％）。

取組の成果

〔66〕 〔21〕

〔64〕 〔70〕

⑵－２ 小中学生期
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＜主な指標＞

○ 県が生活困窮世帯等に対する子どもの学習支援を町村部で実施しているほ
か、市町村においても世帯の所得を制限せずに地域で学習支援を実施してお
り、合わせて40市町村での実施となっている。
○ 学習支援を実施していない地域については、今後、生活困窮世帯に対する
学習支援のニーズ等について確認し、支援実施の方法を検討していく。

基準値 直近値 目標値

33市町村（H27年度） 40市町村(H30年度) 41市町村

④ 地域等における子どもの学習支援（無料塾等）（No.25）

達成状況の要因と対策33市町村

40市町村 40市町村 41市町村

25市町村

30市町村

35市町村

40市町村

H27年度 H28年度 H29年度 H33年度

9,682円
9,511円

9,199円 9,169円

低減

8,500円

9,000円

9,500円

10,000円

H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R3年度

○ 市町村と連携し、公的施設を活用した放課後児童クラブを設置するととも
に、クラブに対する運営費等の支援を行った結果、順調に低減している。
○ 公的施設を活用した放課後児童クラブの施設整備（設計を含む）について、
昨年度の21箇所から今年度は31箇所に増やし、公的施設を活用した放課後児
童クラブの設置を促進する。

達成状況の要因と対策

基準値 直近値 目標値

10,115円（H26年度） 9,169円（H30年度） 低減

⑤ 放課後児童クラブ平均月額利用料（No.11）

○ 子供の貧困緊急対策事業により支援員の配置等が進んだことで、保護者を
サポートする体制が整備された。また、沖縄県子どもの貧困対策推進基金を活
用し市町村において就学援助の拡充等が図られた。
○ 平成24年以降の県内経済の拡大に伴い、完全失業率は大きく低下し、女性
の労働参加率の改善などといった雇用環境の変化も影響したことなどにより、困
窮世帯の割合は低下したと思われる。

達成状況の要因と対策

⑥ 沖縄子ども調査による困窮世帯の割合（小・中学生）（No.29） 基準値 直近値 目標値

29.9％（H27年度） 25.0％（H30年度） 20.0％
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⑶ 高校生期、大学生期

○ 貧困の連鎖の防止を図るため、準要保護世帯等の児童・生徒に
対し学習支援を、またその親に対し養育支援等を実施した。
○ 児童扶養手当等の受給世帯の高校生に対し、11教室で282人に
学習支援を実施した。

③

子
育
て
総
合
支
援
モ
デ
ル
事
業

取組の内容及び結果

○ H30年度においては、支援した高校３年生182人のうち、173人が
大学や専門学校等を受験し、150人が合格した（合格率86.7%）。

取組の成果

○ 児童養護施設退所者や里親の委託解除者等に対し、大学等進
学に伴う入学金及び授業料を全額給付した。
○ H30年度においては、応募者13人全員を給付対象として決定し、
H28、H29年度奨学生と併せて、奨学金を給付したほか、生活状況把
握や相談支援を実施した。

④

子
ど
も
に
寄
り
添
う
給
付
型
奨
学
金

事
業
（県
民
会
議
事
業
）

取組の内容及び結果

○ 児童養護施設退所者の大学等進学率が、H27年度の27.8％から
H29年度は55.0％となり、27.2ポイント向上した。
○ 大学等進学に伴う経済的な不安が解消されたことで、学習意欲
のある児童が、大学等への進学希望の夢を実現することができた。

取組の成果

○ 県外難関大学等への進学を推進する給付型奨学金制度をH28年
度に創設し、県内高等学校生徒の大学等進学率の改善に取り組ん
だ。
○ H30年度においては、H28、H29年度採用奨学生へ奨学金を給付
したほか、新規の募集・選考を行い候補者等を選定し、その中から指

定大学合格者25人を奨学生として採用、入学支度金を給付した。

②

県
外
進
学
大
学
生
支
援
事
業

取組の内容及び結果

○ H28年度の制度創設以降の３年間で、能力があるにも関わらず経
済的に県外進学が困難な高校生等75人を奨学生に採用し、県外難
関大学等への進学・修学を支援することができた｡

取組の成果

○ 県立学校内に居場所を設置し、相談員等を配置。面談や相談等
により生徒の状況把握を行い、学校と情報を共有しながら学習支援、
生活支援、訪問支援、キャリア形成支援等に加え、不登校及び中途
退学等を防止することを目的とした就学支援を行った。
○ H30年度においては、 県立高校内（5校）の居場所において、支
援を実施したほか、新規設置校の調整を実施した。

①

沖
縄
子
供
の
貧
困
緊
急
対
策
事
業

（
高
校
の
居
場
所
づ
く
り
運
営
支
援
）

取組の内容及び結果

○ 多くの生徒が居場所を活用（H30年度の支援人数（利用者数）延
べ16,430名実数1,728名）し、個別支援に加え、食育イベント、学習支
援やキャリア形成支援・学生ボランティアを活用した交流支援等を実
施。居場所支援員と教職員の協働支援により、不登校の未然防止
等、就学の継続に効果あった。

取組の成果

＜主な重点施策＞

〔89〕 〔92〕

〔94〕 〔116〕
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○ 措置解除者向けの貸付制度や給付型奨学金の創設など経済的な不安が解
消されつつあることで、児童の大学等への進学率が高まりつつある。
○ 目標値達成に向けて、より一層有益な制度について周知を図り、利用者の
増加に努める。また、児童が進学を選択する際の不安を軽減するために、進学
後に生活上の様々な相談支援を実施し、就学中の不安を取り除くことで就学修
了までつなげて行く。

達成状況の要因と対策

基準値 直近値 目標値

26.1％（H26年3月卒） 55.0％（H30年3月卒） 県平均並

③ 児童養護施設の子どもの大学等進学率（No.35）

○ 年々、スクールカウンセラー等の教育相談支援を拡充してきており、学校に
おける相談体制が充実してきた。
○ 今後も就学に悩む生徒に対して早期に面談し、生徒の将来の進路実現に向
けて丁寧に対応・支援する。

達成状況の要因と対策

＜主な指標＞
基準値 直近値 目標値

2.2％（H26年度） 2.0％（H29年度） 全国平均並

① 高等学校中途退学率（No.30）

○ 県内全高校生等へのチラシ配布及び日本学生支援機構との合同による学
校進路担当者向け説明会の実施等、対象生徒への十分な周知を図ったことに
より、支援人数は順調に推移している。
○ 今後も引き続き、これまでの取組を維持し、県内学生への周知を十分に図っ
ていく。

基準値 直近値 目標値

0人（H27年度） 75人(H30年度) 100人

② 県外進学大学生支援事業による支援人数（No.38）

達成状況の要因と対策
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⑷ 支援を要する若者

○ 若年者の高い失業率や不安定な就労状況を改善するため、高校
生から概ね40代前半までの求職者に対し、就職相談の実施やセミ
ナーの開催などを通し、職業観の育成から就職までの総合的な支援
を実施した。
○ 個別相談や出張相談、電話等によるカウンセリングのほか、就職
支援や企業・保護者向けなど各種セミナーを開催した。

①

若
年
者
総
合
雇
用
支
援
事
業

取組の内容及び結果

○ キャリアセンター内にキャリアコーチを10人配置し、就職相談や就
職セミナーを開催したほか、講演会、ガイダンス、その他の各種セミ
ナー（合計212回、12,160人参加）を開催した。
○ 積極的な事業の展開により、キャリアセンターの設置目的であ
る、職業観の育成から就職までの総合的な支援を実施することがで
きた。

取組の成果

＜主な重点施策＞

○ 国、県、関係機関において、若年者に対する多様な就労支援を行ったことに
よる。また、若年無業者職業基礎訓練事業における平均ニート改善率（H26～
H30平均）は91.8％と高い水準で改善した。
○ 地域若者サポートステーション等関係機関と連携し、若年者の無業状態を改
善するため職業基礎訓練事業などを実施し、就労支援を行う。

達成状況の要因と対策

若年無業者率（１５歳～３４歳人口に占める無業者の割合）（No.39）

＜主な指標＞
基準値 直近値 目標値

4.6％（H26年度） 3.1％（H30年度） 全国平均並

○ 若年無業者で就労支援が必要な者に、職業的自立を図ることを
目的に就労に導くための基礎的な職業訓練を実施した。
○ NPO法人、専修学校等の民間教育機関等を活用し、基礎的な職
業訓練を８コース開講し、訓練を実施した。

②

若
年
無
業
者
職
業
基
礎
訓
練
事
業

取組の内容及び結果

○ H30年度においては、受講者67人のうち、就職、進学、他の職業
訓練受講に移行し、無業者状態から57人が改善(改善率85.1％)した。

取組の成果

〔122〕〔120〕
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⑸ 保護者

○ 母子家庭、父子家庭の福祉の増進を図るため、ひとり親家庭の
親等を対象に、就労支援講習会、就業支援相談及び就業紹介等の
実施や母子家庭等自立支援給付金の給付等を実施した。

②

母
子
家
庭
等
自
立
促
進
事
業

取組の内容及び結果

○ H29年度は、就業相談245件のうち80人が就業したほか、就労支
援講習会を７回開催し、127人のスキルアップに繋がった。
○ H30年度は、就業相談171件のうち49人が就業したほか、就労支
援講習会を６回開催し、112人のスキルアップに繋がった。

取組の成果

＜主な重点施策＞

○ ひとり親家庭の地域での自立につなげるため、就労や技能習得につながる
講座やセミナーを実施した。
○ ひとり親家庭の就労環境の改善に役立つ技能を習得するため、技能習得講
座を実施するほか、必要に応じ受講中の一時預かり等の子育て支援を行った。

達成状況の要因と対策

基準値 直近値 目標値

399世帯（H26年度） 740世帯(H30年度） 800世帯

就職相談から就職に結びついたひとり親家庭の数（No.40）

＜主な指標＞

〔103〕

○ ひとり親家庭に対し、民間アパートを活用した生活支援、就労支
援、子育て支援などを行い、地域で自立するための総合的な支援を
実施した。

①

ひ
と
り
親
家
庭
生
活
支
援

モ
デ
ル
事
業

取組の内容及び結果

○ H29年度に支援した72世帯のうち、21世帯が自立につながった。
H29年度から継続して支援した世帯も含め、H30年度に支援した85世
帯のうち、45世帯を自立につなげたほか、残りの世帯のほとんどが令
和元年度中に自立が見込まれている。
○ モデル事業実施の働きかけを行った結果、県及び県内３市が同
様の事業を実施する体制となり、広域的な支援が可能となった。

取組の成果

〔135〕
〔136〕

495世帯

611世帯

691世帯
740世帯

800世帯

400世帯

600世帯

800世帯

1,000世帯

H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R3年度
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⑹ 雇用の質の改善等

○ 県内雇用状況の改善のため、既存従業員の正規雇用化を検討し
ているがコスト面等が課題となっている企業に対し、専門家派遣によ
る正規雇用化の支援を行う。
○ 既存従業員の正規雇用化を検討しているがコスト面等が課題と
なっている企業を募集し、24社選定のうえ、中小企業診断士等の専門
家チームを派遣し経営指導等を行った。

②

正
規
雇
用
化
サ
ポ
ー
ト
事
業

取組の内容及び結果

○ 平成28年度は当該事業の取り組みにより71人の正規雇用化を実
現し、また平成29年度は94人、平成30年度は83人の正規雇用化に繋
げた。

取組の成果

＜主な重点施策＞

○ 正規雇用の拡大を図るため、非正規従業員の正規雇用化を図る県内企業
に対し、従業員研修費用の一部助成や専門家派遣等を行った結果、正規雇用
者（役員を除く）の割合の改善に寄与したものと考える。
○ 正規雇用の拡大など、県内企業の雇用の質の改善や生産性向上を図り、所
得を向上させ、その成果を働く人へ配分することで、賃金の上昇につながり、ひ
いては貧困の連鎖を断ち切ることにもつながることから、県内企業の取組を促進
していく必要がある。

達成状況の要因と対策

基準値 直近値 目標値

58.2％（H28） 61.4％(H30） 62.5％

正規雇用者（役員を除く）の割合（No.41）

＜主な指標＞

〔155〕

○ 非正規従業員の正規雇用化を図る県内企業に対して、従業員研
修に係る費用（旅費及び宿泊費）の一部を助成することにより、人材
育成の支援ならびに正規雇用化の促進につなげる。
○ 正規雇用化を行う企業に対し、従業員（57人）の研修費用のうち
宿泊費及び旅費に対する助成を行った。

①

正
規
雇
用
化
企
業
応
援
事
業

取組の内容及び結果

○ 平成28年度は旅費・宿泊費の助成を通じ44名、平成29年度は33
名、平成30年度は57名の正規雇用化に繋げた。

取組の成果

〔155〕

58.0% 58.2%
59.6%

61.4%
62.5%

54.0%

56.0%

58.0%

60.0%

62.0%

64.0%

H27 H28 H29 H30 H33
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５ 改善が図られていない指標について

○県は施設等に学習支援費等を支弁しており、各施設が実施する児童への学
習支援等を実施した。平成29年度の中学校卒業生33名のうち28名が高校へ進
学した。進学しなかった者５名の内訳は、就職が４名、浪人が１名となっている。
○進学率向上のためより一層、子ども達の学習意欲を高めていく必要があり、
引き続き学習支援等を継続的に実施し、高校へ進学しなかった者についても、
退所後のアフターケア事業で支援していく。

基準値 直近値 目標値

100％（H26年3月卒） 84.8％（H30年3月卒） 現行水準を維持

① 児童養護施設の子どもの高等学校等進学率（No.18）

達成状況の要因と対策

○進路決定が他県と比べ遅いことなどがあげられ、学校では、早期進路決定へ
の指導や小学校、中学校、高校と連携したキャリア教育の取組を図る。
〇平成28年度から実施している「県外進学大学生支援事業」により奨学金を給
付することで進路決定しやすい環境を整えつつ、また「子育て総合支援モデル事
業（無料塾）」等を活用するなど、関係部局と連携を図りながら、進路決定率の向
上を図る。

基準値 直近値 目標値

12.1％（H27年3月卒） 13.7％（H31年3月卒） 全国平均並

② 高校卒業後の進路未決定率（No.36）

達成状況の要因と対策12.1% 13.1% 14.0% 15.1% 13.7%

全国平均並
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